
 

  
 

 
 

 
 

６月にお送りした納付書により、2 月２８日（金）までにお納めください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他にもコンビニエンスストア、金融機関、郵便局、都税事務所等の窓口でも納付いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

－都税についてのお知らせ－ 

＜ご利用になれる納税方法＞ 

※ご利用の前に、主税局ホームページにて各納税方法の注意事項をご確認ください。 

都税 Web 口座振替申込受付サービスにて、２月１０日（月）までにお申込みいただくと、

固定資産税・都市計画税第４期分からの口座振替が可能です。 口座振替 

ペイジー  にて 

納付ができます。 

おうちで今、納付できます！！ 

簡単・便利な口座振替 Web 申込で、都税の納め忘れなし！！ 

クレジットカード 
地方税お支払サイト 

から納付が出来ます。  
インターネットバンキング 

モバイルバンキング 

ATM 

 ス マ ホ ア プ リ 

【お問合せ先】 

＜課税について＞ 土地・家屋・償却資産が所在する区にある都税事務所 

＜納付について＞ 所管都税事務所の徴収管理班又は都税支所・支庁 

主税局 HP 

都税の支払い方法 

▶ ▶ ▶ 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

地方自治体や一定の団体等に対して２，０００円を超える寄附をした場合、一定額を上限として、

個人住民税の税額控除を受けることができます。税額控除を受けるためには、確定申告書の「住民税・

事業税に関する事項」欄に寄附先及び寄附金額等を記載し、領収書等を添付の上、税務署に申告する

必要があります（所得税が課税されずに個人住民税のみが課税される方は、お住まいの区市町村に住

民税申告を行ってください。）。 

 

＜寄附金税額控除の対象となる寄附金＞ 

１ 地方自治体への寄附金（ふるさと納税） 

※ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、確定申告は不要です。 

※令和元年６月１日以後に支出された東京都に対する寄附金は、「ふるさと納税」（特別控除）の対象外となります。 

なお、当該寄附金は、引き続き基本控除の対象となります。また、その他の地方自治体については、各自治体へ 

お問い合わせください。 

２ 東京都共同募金会及び日本赤十字社（東京都支部）への寄附金 

３ 所得税の控除対象寄附金のうち、都又は区市町村が条例で指定した寄附金 

・都民税については、都内に主たる事務所を有する公益法人、社会福祉法人、学校法人、認定 NPO 法人

等への寄附金を指定しています。 

・区市町村民税については、区市町村が条例で寄附金指定をしていますので、お住まいの区市町村に

お問い合わせください。 

【お問合せ先】 

○確定申告の手続について・・・・・・・管轄の税務署 

○住民税申告の手続について・・・・・・お住まいの区市町村 

○ふるさと納税の手続等について・・・・寄附先の自治体 

○都の条例指定寄附金について・・・・・主税局課税部課税指導課 03-5388-2969 

○区市町村の条例指定寄附金について・・お住まいの区市町村 

 

主税局 HP（個人住民

税の寄附金税額控除） 

－都税についてのお知らせ－ 



 
   

 
－都税についてのお知らせ－ 

 

 

 

 
 

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方が使用する自動車で、一定の要件を

満たす場合、申請により減免を受けることができます。 

現在、新たに身体障害者手帳等の交付を受けた方、減免申請がお済みでない方を対象として、

令和 7 年 6 月 2 日（月）まで、令和 7 年度分の自動車税種別割の減免申請の受付を行っています。
詳しくは、下記までお問い合わせください。 

 4 月、5 月は窓口が混み合います。お早めの申請をお願いします。 

＜ご注意＞ 

・自動車を新たに取得した場合の申請期間は、登録（取得）の日から１ヶ月以内です。申請期限を過ぎます

と、減免は受けられません。 

・減免額には上限が設定されています。 

 

【お問合せ先】 

東京都自動車税コールセンター 03-3525-4066 

  平日午前９時～午後５時（土日・休日、年末年始 12/29-1/3 を除く） 

 
 
 

 
 

 
  

主税局 HP 



 

 
 
 
 
 

課税した事務所等に関わらず、納税証明はすべての都税事務所・都税支所・支庁で申請できます。な

お自動車税種別割に関する納税証明（下表項番２、５）は、都税総合事務センター・自動車税事務所で

も申請できます。下表を参照のうえ、お近くの都税事務所等で申請してください。 

 ただし、申告・納付後１～２週間以内に申請される場合は、①領収証書の原本（領収印のあるもの）  

②申告書の控え※（受付印のあるもの）の両方を、都税事務所（徴収管理班・納税証明担当）等の窓口

までお持ちください。 

 都税における納税証明の申請については、郵送でも受け付けております。詳しくは、主税局ホームペ

ージをご覧ください。 

 

※②は、法人事業税、特別法人事業税、法人都民税等申告税目の場合に限ります。 

（注）都税に関する証明等申請時には、「本人確認書類」の提示が必要です。 

 

 証明の種類 申請先事務所 郵送申請先 

１ 
納税証明（一般用） 

（自動車税種別割以外） 
全都税事務所、都税支所、支庁 

 

 

〒112-8787  

東京都文京区春日 

１－１６－２１  

 

都税証明郵送受付センター 

２ 
納税証明（一般用） 

（自動車税種別割） 

全都税事務所、都税支所、支庁、 

都税総合事務センター及び各自動車税事務所 

３ 
滞納処分を受けたことの 

ないことの証明 
全都税事務所、都税支所、支庁 

４ 
酒類製造販売の免許申請

のための証明 
全都税事務所、都税支所、支庁 

５ 
自動車税種別割納税証明 

（継続検査等用） 

全都税事務所、都税支所、支庁、 

都税総合事務センター及び各自動車税事務所 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ先】 各都税事務所（徴収管理班・納税証明担当）・都税支所・支庁 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請できる方 ・納税義務者本人 

・法令等に基づき証明等の申請をすることについて正当な理由を有するもの 

・上記の代理人 

申請に必要な 

もの 

・パソコンもしくはスマートフォン 

※推奨環境 

 ■パソコンでのご利用 

 Windows Mac(Macintosh) 

推奨 OS Windows 10 以降 macOS 11（Big Sur）以降 

推奨ブラウザ Microsoft Edge（最新版） 

Google Chrome（最新版） 

Google Chrome（最新版） 

 
■スマートフォンでのご利用 

 Android iPhone / iPad 

推奨 OS Android 8.0 以降 iOS 13 以降 

推奨ブラウザ Google Chrome（最新版） Safari（最新版） 

・商業登記電子証明書もしくはマイナンバーカード 

※納税義務者本人以外からの申請は、上記に加え、委任状等の確認資料を申請

フォームに添付してください。 

手数料・郵送料

の納付方法 

・クレジットカード又は PayPay 

※対応ブランドは：VISA、Mastercard、AmericanExpress、JCB、DinersClub 

 
都税の納税証明・評価証明等の申請には 

その他詳細な手続や Q&A は主税局 HP をご確認ください。 

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/application/logoform 

東京都主税局 LoGo フォーム 検索 

をご活用ください！ LoGoフォーム 

■ LoGo フォームでの申請について 

・納税証明（車検用納税証明は除きます。） 

・滞納処分を受けたことのないことの証明 

・酒類製造販売の免許申請のための証明 

■ LoGo フォームでの申請が可能な証明 
・23 区内の土地・家屋名寄帳 

・23 区内の固定資産(土地・家屋)評価証明 

・23 区内の固定資産(土地・家屋)関係(公課)証明 

・23 区内の固定資産(土地・家屋)物件証明 

・23 区内の土地・家屋（補充）課税台帳 


